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道・路一使用許可申請書 
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昭和　∫7年　8月ユ7日 

大阪府直、毯裳蛍殿 

｛・讃醐轟翳韓 
通鴇使・拙宅＝目高　＿申増車止残しの昧i 

i場所又に雪間■大阪市境（画噂瞳牽） 

期　　間騨三拒。華時高野年上r日華まで 
菓 

①車上禍Iごスピーカこちと高音走行とつつ凌前納・ 
方言圭∴ズ・こ形態　㊤5台キ酌埠かキ節電享2－、（札8時祭日高尚lo帝王 

．＿．＿＿一一＿．＿＿＿－＿鍾睦麹恕蛙謹聴洩軽め＿＿．＿＿ 
i添　付　藷　顛≡璃醒即時禍福 

i現　場雪子駐韓面槌挺雑＞七生蛋厨髄喰舘良二＿＿． 

書一一一一一㌢誓瑞讃三㌔ 
．－．．一．＿　湛三盲唖荘重＿．．，、＿，、．＿．＿． 

期森趨蟹認醗醗露露頭　写写龍頭面詰 
二間欄干招きさき 

“墜aggm匿う8日g脚は 

「羊’、‥十割　　　　　　　　　　　　l 

大阪嵩露蘭 　、こ‘二，：二．ニー“．一一一〇°〇〇〇置 

・、∴吉．

l
一
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碍二手泰郡毎Z
●・．一一　　一

大棚西城掌粉牽／号

鷲紫蘭湿る
蜂年ヰ叩27日付、薪醇申白兎碑神戸守7あクムーと‘音仁保ち道路

友野中辛野原並綾通を（蹄誌ヰ美事等／。辞）茅7婦！噴Jき

次の冷産毛宿し一之誘珂すみ。

ーノ／　l諸事付ケ加齢醇は、二時的な短亘∴学卒哀痛は0、0勘′レ

）吹挑し、発粍性のもの．そ板飼し甘“こと。

2－適餌豆∵亨、媒辞書村軽率して、ネ教壇佐言勧かこと。

3捧廓紺め柳肋励∴申達捷し．かこ●と。

ただ、らお嫁西域尋脇咽諦あゾん埼玉の「却（摘囲嬬追。うち

太子交差点ぶち病毒電鉄大王音韻耐乏号満面まで、雇碕年男辞の

－テラ大手交差点を＼ら弟分を施姦髪薙ぐ、軸うち、軒

）今髄諸点ふ涛酪点きぐ、皮が、滞珂離ララ花園、

哀史美点や＼捕ま璃天下奄雇う古橋薙ぐ・の各道路、洩、lこ、

・こ高麺扱て糠重囲専クマ離れた球威奴のぷ善珍瑳っ

いてly摘め壇勘で勘、牛後と弟妹圏菌とすれ

瞬く7年の軽油



）吹挑し、発泡性の－もヶ弓枝飼し材“こと。

2－過敏か叩、碑吉村軽率して、ネ告鼓す宣佐豆好事かこと－
’3楽園縫●柳鴎軌‾専政し直こと。

たたも∴美希幸雨域ま的事前あゾ‥ん翼竜の「却（新約脇道。うち

太子支美点ふ播魂錬鉄主音喜鞭耐乏二号鴻嫁ぐ長崎按萌も

すう大豆支美轟ら者酵浮きぐ、廉韓駈うち、和

合亀塊轟諸点ふ涛朝議美点まえ、、；展示精巧街板金碑やうう花園

ええ美京勾＼聴診ま開扶千番雇う七鴻薙ぐ・の名通路、凱当て、

こ汚麺扱榛王喜怒勅語ウマ犀は似た寒城取の崖道蕗）rっ

いて）モ：別毎毎塑動く　　午後与綾　取研摩は　舟とすみ。

康和布あ乾宙
大枚翻翠開音

この友釣こて咋広大秘尭公海毒宴会画して、央会があ幸二1．を

太っ坤の翌日か葬辞してら崩壊西行疎み腰紐を（虎和幸ヰ英雄
‘寄木萄）串ろネ腹中を（毎歪萌束）きずことがぐきます



ー　　　　　　　　　‾∵

別　鮒＞

一．部不　許可産出

軸持読唇かかあ術為永年後∠窮翠跨、不揮域勘重いそ

失旋主事天豹す雪該契載り措群生がう多数の蹄な勧弱者の〉＼

某、迫壇手中：交通9毒全と弔宥lC房しい支碑を魔ますだけでなく、

こ暗璃匹婦指して、部楔梗祖宗斬美事某へと薙任し、これ

囲月賦連破埠の東庄退勤文通ダ、喜び訳経本率撞‾帆

が明らかである。

やっ・マ通迭蓬壷美都婦等2項各号に教学しないのく「不詳可とする。

虹＿、i



遵　守　事　項

1．車軸の通行に際しては、一隊となって通行しないこと。

2．上記条件は、道路交通法による交通の安全と、円滑を図

るため付された道路使用許可の条件で、これを遵守すると

ともに他の関係法令にも抵触しないこと。

3．当該車輌の通行が禁止されている道路は、道路使用許可

証では通行できません。

4．道路使用許可証、またはその写しを携行すること。

5．交通ひん繁を道路は、つとめてさけること。

6．宣伝の音量は、付近住民に迷惑をかけない音量で行なう

こと。
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